
八幡平市農業動力光熱費高騰対策支援補助金 

申請期間延長のお知らせ 

 物価高騰により経費負担が増大している農業経営体を支援するため、農業

経営に係る動力光熱費に対し補助金を交付します。 

 期間を延長し実施しますので、申請がお済でない方は、下記を参照の上、申

請くださるようお知らせします。 

 

申請期間 令和６年 10 月 31 日（木）まで（個人、法人） 

申請場所 八幡平市役所農林課 

交付対象者 市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所若しくは事業所を

有する法人であって、販売を目的として農産物を生産している者 

給付額 令和５年の申告書等における「動力光熱費」に、農林水産省「農業物価

指数」の〔1.269〕を除して得た額を減じて得た額の４分の１の額（千

円未満は切り捨て） 

上限額  個人の農業経営体 10 万円 

      法人の農業経営体 20 万円 

※ 農業動力光熱費とは、農業用機械・施設に要した水道料・電気料、

農業用車両に要した軽油・ガソリン代、ハウス施設の重油などの燃料

費をいいます 

※ 補助金額のイメージは裏面をご確認願います 

申請に必要な

書類等 
①申請書（八幡平市ホームページ、市役所農林課、各総合支所窓口に備

え付けてあります） 

②申告書類等の写し 

 ◆青色申告者 

  令和５年分所得税青色申告決算書（農業所得用） 

 ◆白色申告者 

  令和５年分収支内訳書（農業所得用） 

 ◆法人 

  製造原価報告書（直近のもの） 

③印鑑 

④振込先を確認できる通帳等の写し 

問合せ先 八幡平市役所農林課 
      電話：0195-74-2111 内線 1340 

 



《補助金額のイメージ（参考例）》 
 計算式： 

 

（Ｒ５税申告等における動力光熱費－（Ｒ５税申告等における動力光熱費÷1.269））×1/4 

 

 例としては、動力光熱費に係る経費が１０万円の場合、補助金額は、「５，０００円」と

なります。 

 

〔動力光熱費〕 農業物価指数：1.269             （単位：円） 

動力光熱費に係る経費 

【Ａ】 

【Ａ】÷1.269 

【Ｂ】 

補助金額（補助率 1/4） 

（【Ａ】－【Ｂ】）×1/4 

※千円未満切り捨て 

１００，０００ ７８，８０２ ５，０００ 

 

 

◆青色申告決算書（農業所得用）       ◆白色申告 収支内訳書（農業所得用） 
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